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緊急事態宣言を受けての対応について 

 

 

公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟では、2 月より新型コロナウイルス感染予防を図るため、

公認ブリッジセンター・公認ブリッジクラブ、プレイヤの皆様に対して、感染防止対策の強化をお願いし

てまいりました。 

4月 7日に政府より発令された緊急事態宣言を受け、改めて公認ブリッジセンター・公認ブリッジクラ

ブに対し、各都府県知事からの要請の遵守を徹底するよう強く申入れました。また、当事務局職員につい

ても一部在宅勤務を指示する等、一層の感染拡大防止策の実施に努めてまいります。 

 

緊急事態宣言の発令された東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県は、特にブリ

ッジプレイヤが多い地域でもあります。プレイヤの皆様につきましても、「感染しない」「感染させない」

の意識をお持ちいただき、引続きご協力のほどお願い申し上げます。 

 

 

 

お問い合わせ： 公益社団法人日本コントラクトブリッジ連盟 （高野） 

Tel:03-3357-3741   Fax:03-3357-7444   E-mail:info@jcbl.or.jp URL:http://www.jcbl.or.jp/ 
 


